
 

  
 

 

№ ２５３ 

 

平成 25 年６月 26 日 

愛媛県高速道路 
交通安全協議会 
ＴＥＬ ( 0 8 9 ) 9 9 7 - 7 2 8 1 

ＦＡＸ ( 0 8 9 ) 9 9 7 - 7 2 8 1 

 

 

○ 県内の事故概況 

・ 夜間歩行中の高齢者死亡事故が多い。 

○ 事故防止対策 

・ 速度を落とす→停止距離が短くなる。 

→発見遅れがあっても対応できる。 

○ 「愛媛県自転車の安全な利用の促進に関する条例」 

・ 平成25年７月１日施行 

・ 自転車利用者の責務 

 ① 道路交通に関する法令の遵守。 

 ② 損害保険等への加入に務める。 

 ③ 点検整備や反射材の着用等の事故防止対策に努める。 

 ④ 次に掲げる事項を励行すること等で自転車の安全利 

用に務める。 

○ ヘルメット着用 ○道路左側の歩道・路側帯通行 

○ 歩行者が頻繁に通行する歩道においての自転車押し歩き 

自転車シミュレーター 点灯くん セーフティナビ ＤＳ―３０ 

 

高速安協では、会員の皆様の事業所での交通安全教室を開催してお

ります！ 

詳細・申込み用紙等は、ホームページに記載してありますのでご覧ください！ 


